
労働トラブルの未然防止に力を入れている 

社会保険労務士

 丸山事務所 通信

２０１７年９月（第１００号）

 本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせていただいた方、ＦＡＸ番号を教え頂い

た会社へお送りしております。不要の方はお手

数ですがメール、ＦＡＸ、電話等でその旨をご連

絡下さいますようお願い申し上げます。 

事務所通信は１００号を迎えました 

事務所通信は、平成２１年６月の第１号から

始まって、今月号で１００号を迎えました。こ

れもひとえに皆様方のご支援の賜物と感謝して

おります。今後ともご支援のほど、よろしくお

願い致します。 
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労働基準監督署による監督調査

労働基準監督官には、労働基準法等の労働法規

を会社に順守させるために、会社を往訪し、書類

の提出を求め、又は尋問をする権限が与えられて

います。これを監督調査と言います。今回は、監

督調査についてまとめてみました。 

 監督調査の種類  

監督調査には、①定期監督、②申告監督、③再

監督、④災害時監督、⑤司法警察監督の５種類が

あります。①と②は後述しますが、③の再監督と

は、是正勧告を受けた会社を対象に、その後の実

施状況を確認するための検査です。④の災害時監

督は、労働災害の発生原因と再発防止のための調

査です。⑤の司法警察監督は、是正勧告を受けた

会社が一向にそれに応じないときに、書類送検手

続きのための調査です。是正勧告は行政指導です

ので、それに従う義務はありませんが、従わない

根拠がないときには違反の事実が残ります。これ

が悪質と判断されると逮捕や検察庁に対して書類

送検手続きが取られることになります。 

 定期監督とは  

労働基準監督署は、管轄内の会社を巡回して法

令の順守状況を調査しています。これを定期監督

と言います。定期監督の対象会社の選定は労働基

準監督署に任されていますが、すべての会社を対

象にするには監督官の数が足りません。そのため

年度の業務計画をもとに、違反のありそうな会社

を、①３６協定の不提出会社、②３６協定で１ヶ

月間の時間外労働を８０時間以上としている会

社、③過労死等の労働災害の発生のあった会社、

④労働者やその家族からの違反事実の情報提供等

を受けた会社等のデータをもとに総合的に判断し

選定します。 

 申告監督とは  

労働基準法第１０４条に、「違反する事実があ

る場合においては、労働者は、その事実を行政官

庁又は労働基準監督官に申告することができ

る。」とあります。「違反する事実がある場合」と

ありますが、違反事実がないことが明らかなとき

以外、申告は受理されます。例えば、「時間外手

当が支払われていない」と労働者が訴えると、タ

イムカード等の労働時間を示す書類が手元になく

ても申告は受理されます。また、労働者となって

いますが、退職した元労働者も申告することがで

きます。申告は、元労働者からなされる方が圧倒

的に多いでしょう。 

申告をもとに労働基準監督官は、会社を調査

し、労働基準法等の法令の違反事実が確認できる

と是正勧告書により期日までの是正を促し、是正

報告書の提出を求めます。 

 まとめ  

労働基準監督署の監督調査は会社の規模や業種

を問わず、いつ入ってもおかしくありません。調

査する内容により、提示を求める書類は異なりま

すが、①労働者名簿、②雇用条件通知書または雇

用契約書、③就業規則（労働者が１０名以上）、

④賃金台帳、⑤出勤簿は定番です。①から④まで

は、労働基準法に作成が義務付けされている書類

です。⑤の出勤簿は作成を義務付ける規定はあり

ませんが、会社には労働時間を管理する責任があ

りますので、何らかの記録がないと責任を果たす

ことができません。 

監督調査対策のためだけでなく、適正な労務管

理のためにも、上記①～⑤の書類は確実に整備し

ておくことが必要です。


